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最終分離課税（売上高に対する 1％）の申請に係る更なる明確化 
 
2013 年 7 月 1 日以降、年間売上高が 48 億ルピア以下の個人および企業（PE: 恒久的施設は除く）の

特定の所得に対しては、政府規則 No. 46/2013（以下「政府規則 46 号」）に基づき、最終分離課税によ

り売上高の 1％が課税されます。2014 年 9 月 17 日、国税総局は国税総局通達 2014 年 SE-
32/PJ/2014（以下「通達 32 号」）により、1％の最終分離課税の申請について更なる明確化を行いました。

通達 32 号では以下の点が明確にされています。 
 
新規設立の法人納税者 
商業生産を開始していない法人納税者は、最終分離課税の対象とはなりません。通達 32 号は商業生

産の開始を、納税者による財/サービスの最初の納入又は初めての売上実現と定義しています。 
 
通達 32 号により、法人税は以下に対して発生することが規定されています。 
• 商業生産の開始が 1 月 1 日の場合、生産開始の初年度 
• 商業生産が年度の途中で開始した場合、翌事業年度の終わりまで 
法人税は通常の税率（つまり所得税法第 17 条の定める 25％）を適用して計算します。 
 
上記年度以降の 1％の最終分離課税の適用については、前年度の売上によって決定されます。 
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1％の最終分離課税の適用を除外される納税者 
通達 32 号により、下記は 1％の最終分離課税の適用範囲から除外されることが規定されています。 
a) 教育、研究開発セクターに属する法人又は非営利団体の利益剰余金の再投資 

上記の納税者の利益剰余金は、利益を獲得してから 4 年以内に教育や研究開発設備に再投資される場合に

限り非課税となります。再投資されない場合は、通常の法人税率で課税されます。 
b) 土地権利登記役人(Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) 

土地権利登記役人は公証人と同じ権威を持つため、同様の税務上の待遇が適用され、その所得に対して通

常の所得税率が適用されます。 
 
金融業界に属する納税者 
政府規則 46 号が当初対象としていたのは小規模納税者ですが、通達 32 号により、ミューチュアルファンド/銀行/農業銀行

/協同組合/金融会社の形態をとる金融機関も、政府規則 46 号の基準を満たす場合には 1％の最終分離課税の対象となる

ことが規定されています。 
 
特定個人事業主 (Orang Pribadi Pengusaha Tertentu/OPPT)に対する課税措置
OPPT とは複数の事業所において小売業やサービス業に従事する個人納税者を指します。これら事業者には通常の所得税

率による課税が行われ、月間総売上高の 0.75%を毎月納付します。 
 
この度、政府規則 46 号の特定の基準を満たす OPPT は、1％の最終分離課税の対象となることが通達 32 号により明確に

されました。しかし年間売上高が 48 億ルピアを超える場合には、通常の課税が行われます。 
 
 

資産の耐用年数に係る新規定 
 
財務大臣規則 No.96/PMK.03/2009 (PMK-96 号)に記載されていない資産は、分類 III（耐用年数 16 年）に属すると考え

られますが、納税者が分類 III への分類に同意しない場合、他の分類への変更申請を行うことが可能です。国税総局は

2014 年 7 月 25 日、国税総局規則 No.PER-20/PJ/2014 (PER-20 号)により当該申請の最新手続情報を公表しました。 
 
PER-20 号は 2014 課税年度から適用開始となり、申請手続に法的な確実性を与えることを目的としています。当該規則に

は以下の点が規定されています。 
• 申請の提出最終期限は、資産を取得した納税年度末から一ヶ月 
• 国税総局から納税者に対するデータリクエストの送付期限は、納税者からの申請受領後 10 営業日目 
• PER-20 号の発効日より前に取得した正味残存簿価のある資産は、従来の手続の下で国税総局の承認を得ていないも

のであれば、PER-20 号の適用が可能 
• 従来の手続の下で承認された耐用年数は継続して使用することが可能 
• 国税総局の承認は課税年度全体に適用（これまでは不明確であった） 
• 2014 課税年度の減価償却計算の計算例が示された 
 
 

税務関連情報の報告義務 ―  更に多くの政府機関及び団体に範囲が拡張 
 
財務省は 2014 年 10 月 2 日に財務大臣規則 No.191/PMK.03/2014 (PMK-191 号)を公表し、国税総局に対し税務関連情

報の報告義務を負う政府機関及び団体のリストを拡充しました。 
 
PMK-191 号により新たに 22 の政府機関及び団体が加えられ、報告義務を負う政府機関及び団体は計 61 となりました。新

たに加えられたのは大半が省庁であり、例えば公共事業省は今後、プロジェクトの落札者の詳細情報（企業の営業許可証、

有効期限、プロジェクト価格、所在地、期間等）の提出を求められることとなります。 
 
さらに、PMK-191 号により、従来の財務大臣規則に規定されていた諸機関の要提出情報リストが更新されました（例：投資

調整庁による投資ライセンス情報の報告におけるより詳細な情報や、商業省登録の輸出入会社の詳細情報が必要になる

等）。 
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インドネシア – マン島租税条約が発効 
 
インドネシアからの 2014 年 9 月 22 日付外交文書送付により、批准書の交換が成立し、マン島との租税情報交換協定

(TIEA)が発効しました。租税情報交換協定の規定は通常、当該日付以降に適用されます。国税総局は通達を発行して発効

日の通知を行い、租税情報交換協定が発効されることになります。 
 
 
上記の国際税務アップデート事項についてご質問等がありましたら、お気軽に PwC インドネシアの貴社担当者までご連絡

下さい。 
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